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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 健康医療部 いきいき健康長寿課 

質問要旨 答     弁 

１ 健康寿命の延伸について  

①健康寿命延伸の要となる骨密 （健康医療部長） 

度の検査の拡充について 骨密度検査は、要介護の主な原因となる骨折を招く骨粗しょ 

 う症予防のため、早期から骨量減少への対策を行うことを目的 

 とするものでございます。 

 昨年度、令和３年度の実績は１３回開催し１，２４７人の方に 

 検査を受診していただいております。 

 今年度、令和４年度についても事業は終了しており、コロナ 

 禍による新しい生活様式のもと１回当たりの定員数を少なくし 

 たことから、開催回数を１５回に追加変更し、昨年度を上回る 

 １，３０４人の方に受診いただいております。 

 市では、この検査の対象を男女問わず２０歳以上の市民と 

 しておりますが、健康増進法に基づく健康増進事業実施要領 

 では、骨粗しょう症の患者の８割は女性であるという現状から、 

 対象者を４０歳から５歳刻みに７０歳までの女性としており、こ 

 れらの方へ検査の勧奨通知を送付するとともに、先行予約を行 

 うなど工夫しているところです。 

 実施にあたっては定員を超える申し込みがあり、時にはお断 

 りすることもありますが、これまでもニーズに応じて定員数を増 

 やし続けており、近隣と比較しても受診者数は非常に多い状況 

 でございます。 

 しかしながら、検査も容易であることから毎年受診する方も 

 多く、真に必要な方以外の方の受診についても費用対効果の 

 面から検討が必要であると認識しているところです。 

 このようなことから、今後につきましては、安易に対象を増や 

 すのではなく、対象者の選定など実施方法について研究してま 

 いりたいと考えております。 

  

②筋力アップトレーニングの現状 （健康医療部長） 

と推進について 筋力アップトレーニングは、生活習慣病予防と介護予防の視 

 点を充実させ、医療費の削減効果を目的とし、科学的根拠に基 

 づいた運動プログラムとして平成１５年度から始めた事業でご 

 ざいます。 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 健康医療部 いきいき健康長寿課 

質問要旨 答     弁 

  概ね５０歳以上の参加希望者に対し、新期生の養成として 

 保健センター等で体力測定を行い、個別運動プログラムに基 

 づき、保健師３名と職員１人の４人体制で、筋力トレーニン 

 グとエアロバイクなどの有酸素運動を取り入れたトレーニン 

 グを実施しております。 

 令和４年度の１９期生は、加須地域・大利根地域の２コー 

 スで開催し、参加者はあわせて３０人となっております。 

 令和３年度までの間、修了者は１，４５８人になり、参加 

 時の年齢は、６０歳代が６４％と最も多く、次に７０歳代が 

 １８％、５０歳代が１５％、４０歳代が２％となっておりま 

 す。 

  このように事業を推進した結果、市民の体力年齢の若返り 

 や健康寿命の延伸に繋がったものと認識しております。 

 今後の推進につきましては、参加された市民が継続して実 

 施すること、次世代の方の参加を促進することが重要でござ 

 いますので、まずは、筋力アップトレーニングによる成果を 

 ＰＲして申込者を確保すること、さらに、事業修了生からな 

 る自主活動グループには、巡回指導やスキルアップ講座等の 

 開催などの支援をしており、４月１日現在で、３６グループ 

 ５６６人の方が活動を継続しており、今後につきましても、 

 修了者が自主活動を継続してできるよう、巡回指導やスキル 

 アップ講座等の開催などの支援をしてまいりたいと存じま 

 す。 

  

③健康寿命の要となる骨密度 （市長） 

検査の拡充と筋力アップトレ 骨密度検査や筋力アップトレーニングは、いずれも、体力 

ーニングの推進について 年齢の若返りや健康寿命の延伸に大きな効果を上げている事 

 業であります。今後も、実施方法や内容を工夫しながら継続 

 的に実施してまいります。 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 福祉部 地域福祉課 

質問要旨 答     弁 

２ 水害時の要援護者支援に  

ついて  

①水害時要援護者と避難援助 （福祉部長） 

者のマッチング率（北川辺、 該当の避難地域地区ごとのマッチング率につきまして、直 

大利根、樋遣川、大越）の現 近の数値で令和４年６月３０日現在の災害時要援護者名簿登 

状について 録者数、そのうち避難援助者の登録がある者、避難援助者と 

 のマッチング率の順番に申し上げます。 

 北川辺地域 ５０９人、２２４人、４４．０％ 

 大利根地域 ８８７人、３３１人、３７．３％ 

 樋遣川地区 １８２人、１３９人、７６．４％ 

 大越地区  １６０人、 ７５人、４６．９％ 

 となっております。 

 只今申し上げました４地域・地区全体のマッチング率は、 

 ４４.３％となり、令和３年６月３０日時点のマッチング率 

 と比較しますと、１.５ポイントの増となっております。 

  

②自主防災組織、自治会等と （福祉部長） 

連携を強め、モデル地区を定  各地区では、自治協力団体や自主防災組織による災害時要 

めて、マッチング率を高め、 援護者世帯への援助者の割振りをはじめ、民生委員による要 

要援護者のいのちを守る取り 援護者の所在をしるしたマップの作成や地域で高齢者を支え 

組みについて る「地域ブロンズ会議」における登録の呼びかけなど、災害 

 時要援護者名簿の充実に向け、積極的に取り組んでいただい 

 ております。 

  こうした中、市では台風１９号時の実際の避難の場面で、 

 日ごろの活動を上手く活かすことのできた地区をモデルにし 

 た事例集を令和２年度にとりまとめ、それぞれの地区の実情 

 に応じて進められている避難支援体制づくりの参考にしてい 

 ただくため、自治協力団体や民生委員の皆様にお配りいたし 

 ました。 

  この事例集は、平常時から災害時要援護者名簿を活用し、 

 マッチング率の向上に努めている自治会の事例や実際の台風 

 １９号時における自治会と民生委員等との連携による要援護 

 者の避難支援に取り組んだ自治会の事例などを掲載しており 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 福祉部 地域福祉課 

質問要旨 答     弁 

 ます。 

  市では、今後、この事例集をさらに充実させていく中で、 

 さらに参考となる地域の皆様方の実際の取組みなどを伺い、 

 また、関連する情報等も積極的に収集しながら、さらなるマ 

 ッチング率の向上につながる具体的な取組について、地域の 

 皆様とともに考え、お示ししていきたいと考えております。 

  

③要援護者のいのちを守るた （市長） 

め、マッチング率の向上の促  水害時の避難誘導や安否確認を迅速に行えるよう、助けを 

進について 必要とする方を誰が助けるかということを事前に決めておく 

 ことは、効果的な避難につながるとても重要なことでありま 

 す。 

  現在、その割合が半分にも達していないことは、大きな課 

 題であります。 

 今後、できるだけ小さい単位の中でマッチングを進めてい 

 くことが効果的ではないかと考えておりますし、さらに、そ 

 の前提として、日ごろから顔の見えるご近所同士のコミュニ 

 ケーションづくりも重要だと思います。 

  現在、各地区では自治協力団体や自主防災組織の役員をは 

 じめ、民生委員の皆様などが、マッチング率の向上に向けて 

 ご尽力をいただいておりまして、その中には区長と民生委員 

 が要援護者宅を訪問し、災害時の避難行動の確認やマッチン 

 グの推進に取組まれるなど積極的に活動され、実績も上げて 

 いる地区もございます。 

  今後は、この実際に取組まれている事例や方策などを他の 

 皆様に広げていくことで、さらなるマッチング率の向上につ 

 なげていきたいと考えております。 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 生涯学習部 教育総務課 

質問要旨 答     弁 

３ 学校給食の安全対策につ  

いて  

①大利根地域・元和小学校の （生涯学習部長） 

増改築の設計、工事のスケジ  元和小学校におきましては、野中土地区画整理事業区域内 

ュールについて への転入者により児童数が年々増加しております。 

  こうした中、今後の転入者を見込んで児童数の推計を行い 

 ましたところ、現在１０学級の通常学級が、令和７年度には 

 １３学級に、令和９年度には１６学級に増加することが見込 

 まれ、通常学級１２学級までを対応する現在の校舎では必要 

 な教室数が確保できなくなりますことから、令和６年度中の 

 完成を目指して、増築を計画しているところでございます。 

  ここで、まず、設計につきましては、今年度当初に設計業 

 務委託の契約手続きをし、現在、建物の規模や配置等を計画 

 し、概算工事費の算出作業を行っているところでございま 

 す。 

 さらに、今後、詳細な図面作成を行い、年明けを目途に建 

 築確認申請等の行政手続きを進め、来年度の工事起工のため 

 の積算書作成を予定しております。 

 次に、工事のスケジュールにつきましては、令和５年度当 

 初に起工し、契約手続きを経て、７月頃には本契約を予定し 

 ております。その後、仮設工事、基礎工事、躯体工事、仕上 

 げ工事、外構工事などを順次施工し、令和６年度中の完成を 

 計画しております。 

  

②元和小に給食用の昇降機を （教育長） 

設置し、児童の安全を守る措 現在、昇降機が設置されていない学校は、市内小・中学校 

置について ３０校のうち、小学校は５校、中学校は２校、合計７校でご 

 ざいます。 

  元和小学校につきまして、現在、昇降機はございません 

 が、今回建築される校舎が複数階となる場合には、「高齢 

 者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわ 

 ゆるバリアフリー法などにおいて昇降機の設置義務が生じて 

 まいります。その際には、昇降機を既存校舎の給食搬送にも 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 
大利根総合支所 農政建設課 

都市整備部 治水課 

質問要旨 答     弁 

 活用できるように、昇降機の大きさ、配置場所を計画し、給 

 食の上下移動について安全の確保を検討してまいります。 

  

４ 大利根地域の基幹排水路  

整備について  

①稲荷木落し排水路について （大利根総合支所長） 

今年度の整備状況について 大利根地域の主に東部の排水を受ける基幹排水路である稲 

 荷木落排水路の整備事業につきましては、農地の湛水被害を 

 防止することを目的に、平成１１年度から、県営農地防災事 

 業「稲荷木落地区」として、埼玉県が主体となり、加須市も 

 久喜市と流域面積に応じた事業費を一部負担し、実施して 

 おります。 

  現在までの事業の進捗状況といたしましては、久喜市内の 

 一級河川中川との合流点から国道１２５号までの２６６０メ 

 ートルの工事が完了し、平成２４年度から、加須市内の国道 

 １２５号から上流の沼尻落排水路との合流点までの１７３２ 

 メートルの区間について整備を実施しており、１６３０メー 

 トルの整備が完了しております。 

  令和４年度は、令和４年２月補正分と併せて、スイカ橋か 

 ら上流の１０２メートルの整備を実施する予定であり、今年 

 度中に沼尻落排水路との合流点までの整備が完成する予定と 

 なっております。 

  また、沼尻落排水路との合流点から上流部の４００メート 

 ルを新たに５期地区と位置づけ、今年度はこのうち８０メー 

 トルの整備を実施する予定となっております。 

  

 （市長） 

②整備促進について国・県に  稲荷木落排水路は、大利根地域の湛水・溢水被害を防ぐた 

対する要望について めの重要な排水路であります。 

  現在、改修工事が進められており、引き続き事業の推進と 

 予算の確保について、埼玉県に対し、働きかけてまいりま 

 す。 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 
大利根総合支所 農政建設課 

都市整備部 治水課 

質問要旨 答     弁 

  また、稲荷木落排水路の流末は、埼玉県が管理する一級河 

 川中川でありますため、現在、進められております中川の河 

 川改修事業の進捗が図られるよう、こちらも、引き続き、埼 

 玉県への要望活動に取り組んでまいります。 

  

③中川流域改修と十王堀排水 （大利根総合支所長） 

路の国の調査状況について 羽生領島中領用排水路土地改良区が管理する十王堀排水路 

 は、加須市砂原地内を起点とする自然排水路から、加須市琴 

 寄地内で十王堀排水路と名称を変え、北大桑地内の大利根ク 

 リーンセンター付近で埼玉県が管理する一級河川中川へ合流 

 する大利根地域の湛水被害を防ぐための重要な排水路の一つ 

 となっております。 

  十王堀排水路を含む、一級河川中川に排水される中川上流 

 地区の農業排水路の整備につきましては、事業費や事業期間 

 が軽減されるよう、国営による事業化の実現に向け、関係す 

 る羽生領島中領用排水路土地改良区、羽生市、久喜市、幸手 

 市と連携し、農林水産省及び関東農政局に要望活動を行って 

 まいりました。 

  これらの活動が実り、令和元年５月、農林水産省におい 

 て、「中川上流地区国営かんがい排水事業」として、国営事 

 業化に向けた地区調査が決定されたところでございます。 

  この農林水産省による国営事業化により、湛水被害の解消 

 だけではなく、乾田化による高収益作物の導入など、農業の 

 活性化も見込まれるところです。 

  国営事業化に向けた地区調査が決定されましたことによ 

 り、令和元年度から、農林水産省による事業計画策定のため 

 の地区調査に着手し、今年度におきましては、「中川上流地 

 区国営事業等推進協議会」により、国営事業費に係る県、各 

 市及び羽生領島中領用排水路土地改良区との事業費の負担割 

 合、高収益作物導入に向けた計画の策定、国営事業により造 

 成される施設の管理体制、一級河川中川の改修計画等につき 

 まして、農林水産省、埼玉県、羽生領島中領用排水路土地改 
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通告番号 １３ 質問議員 松本 英子 議員 担当部課 
大利根総合支所 農政建設課 

都市整備部 治水課 

質問要旨 答     弁 

 良区、羽生市、久喜市、幸手市などの関係市とともに、引き 

 続き、協議を行っております。 

  今後、地区調査に基づく事業計画書（案）が策定され、令 

 和６年度以降、事業計画書（案）に基づく工事に係る詳細な 

 全体実施設計が行われまして、工事に着手すると伺っており 

 ます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


